
 

 

2024年 4月 

医事課活動報告 
 

【医事課の業務】 

診療費等の請求事務、患者さまの受付案内、会計及び収納、 

診療報酬・介護報酬の改定、医事業務の庶務に関する業務を担っています。 

 

    なかでも、今年度は、 

・２年に一度行われる医療保険に関する診療報酬改定（６月１日施行） 

・３年に一度行われる介護保険に関する介護報酬改定（４月１日施行） 

が行われ、医事課では改定に伴う諸準備を進めております。 

 

改定の前後で、お支払いについての 

ご不明な点がございましたら、 

医事課職員へお尋ねください。 

 

 


